
2024 年 7 月 1 日

平素より「どこよりも電気」をご利用いただき誠にありがとうございます。

このたび弊社では、適切な燃料価格を反映し安定的に電力を供給することを目的として、2024
年 9 月 1 日より（2024 年 10 月分の電気料金より）、燃料費調整および離島ユニバーサルサービ
ス調整の上限価格を廃止させていただくことといたしました。
お客さまには引き続き安心して電気をご利用いただけるよう原価削減に努めてまいりますので、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

・どこよりも電気 プラン約款【従量電灯】北海道電力ネットワークサービスエリア
・どこよりも電気 プラン約款【従量電灯】東北電力ネットワークサービスエリア
・どこよりも電気 プラン約款【従量電灯】東京電力パワーグリッドサービスエリア
・どこよりも電気 プラン約款【従量電灯】中部電力パワーグリッドサービスエリア
・どこよりも電気 プラン約款【従量電灯】関西電力送配電サービスエリア
・どこよりも電気 プラン約款【従量電灯】中国電力ネットワークサービスエリア
・どこよりも電気 プラン約款【従量電灯】九州電力送配電サービスエリア
（以下、総称して「プラン約款」といいます。）

(1) 燃料費調整の算定に用いる平均燃料価格の上限価格の廃止（各プラン約款第 4 条）

変更後の各プラン約款第 4 条(1)ロの内容は以下のとおりです。基準燃料価格はエリアごと
に異なるため、このお知らせではｘ円とします。

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。な

お、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入い
たします。

(ｲ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格がｘ円を下回る場合

燃料費調整単価＝(ｘ－平均燃料価格)×
(2 )の基準単価

1,000
(ﾛ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格がｘ円を上回る場合

燃料費調整単価＝(平均燃料価格－ｘ) × 
(2 )の基準単価

1,000

(2) 離島ユニバーサルサービス調整の算定に用いる離島平均燃料価格の上限価格の廃止

（北海道・東北・中国・九州エリアにおける各プラン約款第 5 条）

変更後の各プラン約款第 5 条(1)ロの内容は以下のとおりです。離島基準燃料価格はエリア
ごとに異なるため、このお知らせではｘ円とします。

離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。



なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入いたします。

(ｲ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格がｘ円を下回る場合

離島ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ調整単価＝（ｘ円－離島平均燃料価格）×
(2 )の離島基準単価

1,000

(ﾛ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格がｘ円を上回る場合

離島ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ調整単価＝（離島平均燃料価格－ｘ円）×
(2 )の離島基準単価

1,000

どこよりも電気

・北海道プラン約款従量電灯
https://dokoyorimo.jp/it/clause/01_denki_01-240901.pdf

・東北プラン約款_従量電灯

https://dokoyorimo.jp/it/clause/02_denki_03-240901.pdf

・東京プラン約款_従量電灯
https://dokoyorimo.jp/it/clause/03_denki_05-240901.pdf

・中部プラン約款_従量電灯
https://dokoyorimo.jp/it/clause/04_denki_07-240901.pdf

・関西プラン約款_従量電灯
https://dokoyorimo.jp/it/clause/06_denki_09-240901.pdf

・中国プラン約款_従量電灯
https://dokoyorimo.jp/it/clause/07_denki_11-240901.pdf

・九州プラン約款_従量電灯
https://dokoyorimo.jp/it/clause/09_denki_13-240901.pdf

約款変更年月日：2024 年 9 月 1 日（2024 年 10 月分の電気料金からの適用）

株式会社 Wiz　どこよりも電気サポートセンター

電話番号：050-5052-0175



受付時間：9:00～18:00（年末年始のぞく）


